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○この申立書は参考様式ですので、必ずしもお使いにならなくて結構です。

（例 １枚目のみをご使用いただき、以降は東京電力に提出した請求書等で代用可能です）

○記載内容に不備があっても、調査官が聞き取りをしながら手続きを進めますので、

ご心配いただかなくても結構です。 ＊マイナンバーは書かないでください！

申立書（個人用様式）記載例

平成28年4月1日より
被申立人は『東京電力
ホールディングス株式
会社』ですが、旧社名
（東京電力株式会社）
でも手続上の問題は
ありません。

申立書をセンターに
提出・送付する日を
記載してください。

申立人の氏名・生年月日
を記載してください。
申立ての代表者を一番上
の欄に記載して下さい。
和解金口座の振込先口座
の名義人となる方を
代表者としてください。

ご家族全員分の申立てを
まとめて行うなど、
複数人による申立てを
まとめて行う場合は、
その他の申立人欄を
利用してください。

※押印は不要です。
※亡くなった方の氏名は
記載しないでください。

代表者の現在の住所
（ご自宅、避難先等）と
平成23年3月11日時点の
住所を記載してください。

連絡窓口となる方の氏名
を記載してください。
携帯電話等、日中に連絡
のとれる番号についても
記載してください。

ご家族（父母・子等）
などが代理人となって
申立てを行う場合に
記載してください。
代理人がいる場合に
必要となる委任状や
戸籍謄本等は後日送付
することもできます。

センターからの郵便物を
受け取ることができる
場所をチェックして
ください。

該当する申立人について
６枚目９の自由記載欄に
記載して下さい。
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○以下、申立てをしようとする損害項目についてのみ記載いただければ結構です。

○どこに記載したらよいかわからない場合は、「８ そのほかにかかった費用の

賠償として」の欄あるいは「９ その他参考になると思うこと、…」の欄に

記載してください。

○書くところが足りない場合は、紙を付け足して記載してください。 

避難したときの、
避難に要した交通費、
宿泊費、家財道具の
移動費用等を
記載してください。

損害金額について自分で
算定することができない
場合は、センターが
算出しますので、
「妥当な額の支払いを
希望します。」に
チェックしてください。

センターを御利用するに
あたって、東京電力との
損害賠償の話し合いが
うまく進まない理由や、
これまでの話し合いの
経過等について、
あてはまる内容に
チェックしてください。

損害額算定等のために
必要な証拠書類（領収書、
証明書等）があれば
提出してください。

領収書やレシート等の
証拠書類が残っていなく
ても、申立ては可能です。

ただし、手続き中、
事情をお伺いしたり、
補うための資料等の
提出を求められたりする
ことがあります。 

早期一部支払を希望す
る場合はチェックして
ください。
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市町村が実施する
「一時立入り」等に
参加するために要した
交通費、宿泊費、家財の
移動費用等を
記載してください。

避難生活等において、
生活費が増加した分の
賠償を求める場合は
記載してください。
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本件事故により、
勤務先が廃業を余儀なく
されたため、または、
避難先が勤務先から
遠方となったため、
就労ができなくなった
場合等の給与の
減収額等を
記載してください。

避難等により、正常な
日常生活の維持・継続が
長期間にわたり著しく
阻害されたために生じた
精神的損害や自主的避難
にかかる損害などを
記載してください。

追加賠償（第五次追補）
の請求を希望される方は
項目４の上部２つの□の
いずれかにチェックして
ください。
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個人で事業を
営んでいる方において、
本件事故に伴い
取引先との取引が減少・
停止したことにより
減少した売上額や、
その期間、追加で
必要になった費用等を
記載してください。

財物（土地、建物、
家財等）について、
避難により管理できなく
なったり、放射性物質に
さらされて価値が
下がったりした場合等の
財物の価値喪失額等を
記載してください。
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○このほか、申立書の書き方等でわからないところがあれば、ADRセンターまで

お気軽にお電話ください。

☎0120-377-155 受付時間：平日10時～17時

担当者からの電話連絡を
受けるのに都合のよい
時間帯があれば
記載してください。

相続の発生や、申立人の
追加の予定など、
あてはまるものがあれば
チェックしてください。

どこに記入すべきか
不明な損害項目が
あれば、この欄に
記載してください。

その他、手続の進め方に
関する希望などを自由に
記載してください。

センターの手続きに
マイナンバーは
不要ですので、
申立書に記載しないで
ください。

１～７以外のもの
（例 検査費用、
治療費や薬代等の
生命・身体的損害、
帰宅費用など）
について損害があれば、
記載してください。

代表者とは別の場所にお
住まいの申立人がいる場
合は、その申立人の氏名
と住所または居所を記載
してください。
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